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菊
陽
町
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
委
員
を
委
嘱
し
ま
し
た

問 

総
務
課　

庶
務
法
制
係　

☎（
２
３
２
）２
１
１
１

情報
公開

行
政
文
書
の
開
示
請
求
状
況

　

平
成
23
年
度
の
菊
陽
町
情
報
公
開
条
例

及
び
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
行
政

文
書
の
開
示
請
求
状
況
は
次
の
と
お
り
で

す
。

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

委
員
の
委
嘱
を
行
い
ま
し
た

　

４
月
16
日
に
、
菊
陽
町
情
報
公
開
・
個

人
情
報
保
護
審
査
会
委
員
の
委
嘱
を
行
い

ま
し
た
。

　

本
審
査
会
の
委
員
は
次
の
皆
さ
ん
で
す

（
敬
称
略
）。
会
長
に
は
、
高
木
聡
廣
さ
ん

が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

板
楠　

和
也　

委
員

甲
田　

峰
子　

委
員

境　
　

吉
彦　

委
員

高
木　

聡
廣　

委
員（
会
長
）

林　
　

利
光　

委
員

▲町長から委嘱を受ける審査会会長の高木委員（右）

情報公開条例
運用状況

個人情報保護
条例運用状況

■行政文書の開示請求状況

開示請求件数

不開示決定件数

その他

不服申立件数

全部開示

一部開示
開示決定件数

20

１

19

０

０

０

９

４

４

１

０

０

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
・
繰
り
下
げ
請
求
が
で
き
ま
す

問 

町
民
課　

年
金
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
４

国民
年金老

齢
基
礎
年
金
は
、
原
則
と
し
て
65
歳
か
ら
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
希
望
す
れ
ば
60
歳

か
ら
繰
り
上
げ
て
、
ま
た
66
歳
以
後
に
繰
り
下
げ
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
繰
り
上
げ
減
額
率
・
繰
り
下
げ
増

額
率
は
、
昭
和
16
年
４
月
１
日
以
前
に
生

ま
れ
た
人
と
、
昭
和
16
年
４
月
２
日
以
後

に
生
ま
れ
た
人
で
異
な
り
ま
す
。

昭
和
　
年
４
月
２
日
以
後
に
生
ま
れ

た
人

　

請
求
ま
た
は
申
出
時
の
年
齢
に
応
じ
て
、

減
額
率
・
増
額
率
が
月
単
位
で
設
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

繰
り
上
げ
請
求
は
よ
く
考
え
て

　

繰
り
上
げ
請
求
は
、
次
の
こ
と
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

•
65
歳
に
な
っ
て
も
減
額
率
は
そ
の
ま
ま

で
す
。

•
遺
族
年
金
を
受
け
て
い
る
人
は
、
65
歳

に
な
る
ま
で
ど
ち
ら
か
一
方
の
年
金
を

選
択
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

•
寡
婦
年
金
を
受
け
て
い
る
人
は
、
そ
の

受
給
権
が
な
く
な
り
ま
す
。

•
65
歳
前
に
障
が
い
者
や
寡
婦
と
な
っ
た

場
合
、
障
害
基
礎
年
金
や
寡
婦
年
金
は

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

16

60歳

61歳

62歳

63歳

64歳

65歳

70.0％

76.0％

82.0％

88.0％

94.0％

100.0％

550,600円

597,700円

644,900円

692,100円

739,300円

786,500円

支給率・支給額

繰り上げ
支給

6６歳

6７歳

6８歳

6９歳

７０歳
以上

１０８.４％

１１６.８％

１２５．２％

１３３．６％

１４２．０％

852,600円

918,600円

984,700円

1,050,800円

1,116,800円

支給率・支給額

繰り下げ
支給

６
月
は
児
童
手
当
・
特
例
給
付
の「
現
況
届
」の
提
出
月
で
す

問 

福
祉
課　

子
育
て
支
援
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
３

福祉

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

問 

税
務
課　

住
民
税
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
１

税平
成
24
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）と
町
県
民
税
の
納
税
通
知
書（
納
付
書
）

を
対
象
者
に
６
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。
納
付
書
が
届
い
た
ら
納
期
限
内
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

あ
っ
た
場
合
で
も
申
告
が
必
要
で
す
。

町
県
民
税
の
納
税
通
知
書（
納
付
書
）

に
つ
い
て

　

町
県
民
税
は
、
平
成
24
年
１
月
１
日
現

在
、
本
町
に
住
所
を
有
す
る
人
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
平
成
24
年
１
月
２
日
以

降
に
本
町
に
転
入
し
た
人
は
、
平
成
24
年

１
月
１
日
に
住
ん
で
い
た
市
区
町
村
か
ら

町
県
民
税
の
納
付
書
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。

　

な
お
、
会
社
な
ど
に
勤
め
て
い
る
人
で
、

町
県
民
税
が
会
社
か
ら
給
与
天
引
き
さ
れ

る
人
は
、
会
社
か
ら
通
知
書
が
渡
さ
れ
ま

す
。

所
得
証
明
書
・
課
税
証
明
書
の
発
行
に

つ
い
て

　

平
成
24
年
度（
平
成
23
年
中
の
所
得
）

分
の
所
得
証
明
書
・
課
税
証
明
書
な
ど
各

種
証
明
書
は
６
月
か
ら
発
行
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
24
年
１
月
２
日
以
降
に
本

町
に
転
入
し
た
人
の
平
成
24
年
度
分
の
各

種
証
明
書
の
発
行
は
、
平
成
24
年
１
月
１

日
に
住
ん
で
い
た
市
区
町
村
で
行
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

国
保
税
の
納
税
通
知
書（
納
付
書
）に

つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険（
国
保
）に
加
入
し
て
い

る
人
ご
と
に
算
定
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
合

計
が
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
制
度
上
、

世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、

世
帯
の
中
に
国
保
加
入
者
が
い
れ
ば
国
保

税
は
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
世
帯
の
中
で
社
会
保
険
に
加

入
・
脱
退
な
ど
が
あ
っ
た
と
き
は
、
国
保

税
が
変
更
に
な
り
ま
す
。
加
入
・
脱
退
か

ら
14
日
以
内
に
健
康
・
保
険
課
ま
た
は
武

蔵
ヶ
丘
支
所
に
届
け
て
く
だ
さ
い
。

所
得
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

　

国
保
税
の
所
得
割
は
前
年
の
所
得
を
も

と
に
計
算
さ
れ
ま
す
。
所
得
の
申
告
を
し

て
い
な
い
人
は
、
早
め
に
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。
税
額
の
軽
減
判
定
や
高
額
療
養

費
支
給
額
の
判
定
な
ど
が
行
え
ま
せ
ん
の

で
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※

平
成
23
年
中
の
収
入
が
遺
族
年
金
や
障

害
年
金
ま
た
は
雇
用
保
険
の
給
付
金
な

ど
の
非
課
税
所
得
だ
け
や
、
無
収
入
で

現
況
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
時
点
の
状
況
を
届
け
る
こ
と
で
、
児
童
の
監
護
や
受
給

者
の
所
得
な
ど
、
引
き
続
き
手
当
を
受
給
で
き
る
要
件
が
あ
る
か
ど
う
か
確
認
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。
大
切
な
届
け
に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
期
限
内
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

平
成
24
年
５
月
31
日
現
在
で
、「
児
童

手
当
・
特
例
給
付
」
を
受
け
て
い
る
人
は
、

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
現
況
届
を

提
出
し
な
け
れ
ば
、
平
成
24
年
６
月
分
以

降
の
児
童
手
当
・
特
例
給
付
が
支
給
さ
れ

な
く
な
り
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
、「
現
況
届
」
の
用
紙
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
６
月
29
日（
金
）ま
で

に
福
祉
課
ま
た
は
武
蔵
ヶ
丘
支
所
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）。

■現況届に必要な添付書類　
•受給者の健康保険証の写し（菊陽町国民健康保険加入の場合は不要です）
•その他必要に応じて提出する書類（個別にお知らせします）

【児童と別居している場合】
•「監護・生計同一申立書」「児童と同じ世帯全員分の住民票（筆頭者・本籍・
続柄記載のもの）」
※児童の住所が菊陽町の場合は、住民票謄本は不要です。

【平成24年１月１日現在の受給者の住所が菊陽町以外の場合】
•平成24年度児童手当用所得証明書


